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＜ 改定後 令和８年４月 ＞ ＜ 現 行 令和７年１１月 ＞ 

宮城県農業農村整備事業等の工事における「週休２日工事」実施要領 

 

第１～第２【略】 

 

（工事成績考査等） 

第８ 休日等の取得状況に応じた、工事成績考査における加点評価は行わない。 

 

２ 削除 

 

 

 

 

 

 

（工事成績考査等） 

第１３ 休日等の取得状況に応じた、工事成績考査における加点評価は行わない。 

 

２ 削除 

 

 

 

 

附 則 

この要領は、令和２年１０月１日から施行する。 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

この要領は、令和３年１０月１日から施行する。 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。ただし、令和４年３月３１日以前に入札公告したモデ

ル工事で令和４年４月１日以降に完成検査を行うものについては、要領第８条第１項における工

事成績考査への加点評価は令和４年４月１日施行の要領を適用する。 

この要領は、令和４年１１月１日から施行する。ただし、令和４年１０月３１日以前に入札公告した

モデル工事については従前の要領による。 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

この要領は、令和５年１１月１日から施行する。ただし、令和５年１０月３１日以前に入札公告した

宮城県農業農村整備事業等の工事における「週休２日工事」実施要領 

 

第１～第８【略】 

 

（工事成績考査等） 

第８ 発注者は、現場閉所状況や、第６条に基づく必要書類の提出状況等に応じて、別紙４に基づ 

き、当該工事の工事成績考査において加点評価するものとする。 

２ 発注者は、受注者が４週８級の確保ができなかった場合において、そのことによる文書での改 

善指示や工事成績考査の減点などの措置は課さないものとする。ただし、提出された施工計画書 

において、週休２日に取り組む旨を明示せず、監督員の是正指示にも従わない等、明らかに受注 

者側に週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合についてはこの限りではない。 

 

第９～第１２【略】 

 

（工事成績考査等） 

第１３ 発注者は、休日等の取得状況や、第１１条に基づく必要書類の提出状況等に応じて、別紙 

４に基づき、当該工事の工事成績考査において加点評価するものとする。 

２ 発注者は、受注者が４週８休の確保ができなかった場合において、そのことによる文書での改 

善指示や工事成績考査の減点などの措置は課さないものとする。ただし、提出された施工計画書 

において、週休２日に取り組む旨を明示せず、監督員の是正指示にも従わない等、明らかに受注 

者側に週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合についてはこの限りではない。 

 

附 則 

この要領は、令和２年１０月１日から施行する。 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

この要領は、令和３年１０月１日から施行する。 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。ただし、令和４年３月３１日以前に入札公告したモデ

ル工事で令和４年４月１日以降に完成検査を行うものについては、要領第８条第１項における工

事成績考査への加点評価は令和４年４月１日施行の要領を適用する。 

この要領は、令和４年１１月１日から施行する。ただし、令和４年１０月３１日以前に入札公告した

モデル工事については従前の要領による。 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

この要領は、令和５年１１月１日から施行する。ただし、令和５年１０月３１日以前に入札公告した



 

宮城県農業農村整備事業等の工事における「週休２日工事」実施要領 新旧対照表（令和８年４月） 

 - 2 - 

＜ 改定後 令和８年４月 ＞ ＜ 現 行 令和７年１１月 ＞ 

モデル工事については従前の要領による。 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。ただし、令和６年３月３１日以前に入札公告したモデ

ル工事については従前の要領による。 

この要領は、令和６年１１月１日から施行する。ただし、令和６年１０月３１日以前に入札公告した

工事については従前の要領による。 

この要領は、令和７年１１月１日から施行する。ただし、令和７年１０月３１日以前に入札公告した

工事については従前の要領による。 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。ただし、令和８年３月３１日以前に入札公告した工事

については従前の要領による。 

 

 

別紙４ 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデル工事については従前の要領による。 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。ただし、令和６年３月３１日以前に入札公告したモデ

ル工事については従前の要領による。 

この要領は、令和６年１１月１日から施行する。ただし、令和６年１０月３１日以前に入札公告した

工事については従前の要領による。 

この要領は、令和７年１１月１日から施行する。ただし、令和７年１０月３１日以前に入札公告した

工事については従前の要領による。 

 

 

 

 

別紙４  

 

休日等の取得状況に応じた工事成績考査における加点評価 

 

週休 2日工事の工事成績考査について、通常の考査項目の評価に加え、休日等の取得状況や、「実 

施要領」第６条及び第１１条に基づく必要書類の提出状況等に応じて、以下のとおり加点評価を行う

ものとする。 

 

＜総括監督員＞ 

考査項目 細別 加点内容 

４．工事特性 

 

Ⅰ．施工条件

等への対応 

現場閉所率又は休日率が 28.5%以上の場合は、評価項目９． 

その他の項目に、以下のとおり記載し、加点するものとする。 

ただし、工事特性による加点の範囲は他の評価項目を含めて１０

点以内とする。なお、現場閉所率は「休工日数」／「対象期間日

数」とする。 

 ９．その他（理由：週休２日工事－現場閉所率○○％ 

又は休日率○○％） 

・現場閉所率又は休日率 ２８．５％以上  ＋２点 

 

 

 

 

 


